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令和５年度 ＰＴＡ総会                      5月10日(水) 

５月８日(月)、新型コロナウイルス感染症の分類が、季節性インフルエンザと同じ５類に引

き下げられました。今年度のＰＴＡ総会は、授業参観、総会、学年懇談会、部活動見学ともに

規制なしに実施することができました。当日は、穏やかな晴天に恵まれ、のべ８５名の参加が

ありました。お忙しい中、中学校に足をお運びいただきまして、心より感謝申し上げます。 

総会では、令和４年度の活動報告、会計決算・監査報告、令和５年度の活動計画案、会計予

算案について、無事にご承認いただくことができました。また、来年度以降、これまで３部門

に分かれていた専門部を、２つに統合するための、規約改正案も承認されました。これは、令

和６年度の役員選出から適用いたします。 

具体的には、これまでの「文化部」を『広報部』とし、主にＰＴＡだよりの制作を行ってい

ただきます。また、これまでの「教養部」と「厚生部」を１つにし、新たに『事業部』とする

ことにしました。主に、体育祭での給水や教養的な活動（講演会やワークショップ）の企画・

運営に携わっていただくことになります。『広報部』と『事業部』としての正式な活動は、令

和６年度からとなりますが、今年度の専門部活動を移行期間として、取り組んでも良いと考え

ています。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業参観の様子〔左上：理科、右上：国語、左下：数学、右下：保健体育〕 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＴＡ総会〔左：会場の様子 右：ＰＴＡ会長のあいさつ〕 

 

 

 

 

 

 

学年懇談会〔左：1年生 中央：2年生 右：3年生〕 

 

 

 

段階的に、『一方向の黙食』から『対面で楽しい』給食へ 

 これまでコロナ禍では、３つの学年が別々の場所

で、一方向を向いたまま、会話をせず、給食を食べ

ていました。いわゆる『黙食』でした。 

新型コロナに関わる規制が大幅に緩和されたこ

とを受けて、今後、対面での会食スタイルへと段階

的に変えていこうと思います。 

現時点では、３年生で試験的に導入しています。 

３年生は、中学校入学以来、ずっと新型コロナ対応

下の給食でしたので、こうやって、友だちと対面で

給食をとることが、初めての経験となっています。

初日は、緊張していたようですが、だんだんと慣れて、笑顔や会話が見られるようになりました。今後、

５月下旬から、２・３年生をランチルームで会食するようにし、テスト明けには、１年生も含めて、全

校生徒がランチルームで会食するように変更していく予定です。 

現在は、インフルエンザや新型コロナの感染状況が、とても落ち着いていますが、今後の感染状況に

応じて、開始時期や実施の可否、対応等を変更することも視野に入れています。また、手指消毒、大声

での会話を控える、咳エチケット、換気などの基本的な感染対策は継続します。楽しい給食の時間が、

戻ってくることを願っています。 


